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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第101期

第１四半期連結
累計期間

第102期
第１四半期連結
累計期間

第101期

会計期間
自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日

自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

売上高 (百万円) 7,922 8,057 54,607

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) △732 △713 305

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(百万円) △443 △443 143

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △532 △486 54

純資産額 (百万円) 9,736 9,617 10,241

総資産額 (百万円) 28,846 31,741 32,029

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △9.87 △9.86 3.19

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 32.3 29.2 30.9

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４　第102期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間における、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、東日本大震災による直接的

損害に加えて、震災影響による企業の生産活動と個人の消費マインドの落ち込みや電力供給の制約など

により、大変厳しい状況にありました。

このような状況下、当社グループは、総合設備企業として復旧と復興に全力を尽くし、社会とお客様に

貢献することを経営の基本に据え、震災発生から当第１四半期末までの間に、192件の現場で協力会社員

を含めて延べ約23,000人が復旧・復興に取り組んで来ました。また、営業力の再構築による物量の拡大、

コストダウンの一層の推進による収益力の向上、内部統制の強化と品質・安全の確保等を重点施策とし

て推進してまいりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高98億78百万円（前年同期比

7.2％増）、売上高80億57百万円（前年同期比1.7％増）、営業損失7億56百万円（前年同期は7億85百万

円）、経常損失7億13百万円（前年同期は7億32百万円）、四半期純損失4億43百万円（前年同期は4億43百

万円）となりました。

セグメントの業績を示すと次の通りであります。

（建築・建築付帯設備）

当セグメントにおける受注高は56億93百万円（前年同期比16.4％増）、売上高は48億84百万円（前年

同期比24.3％増）となりました。

一般空調・衛生分野では、設備投資の低迷が続く中、受注高は震災復旧工事と大型の公共案件の受注に

より、売上高は中小案件を多数完成させたことにより、ほぼ前年同期並みの結果となりました。

産業プロセス空調分野では、震災復旧工事や節電対策工事の受注により、受注高は大幅に増加しまし

た。売上高についても、前期受注物件の完成により堅調に推移しました。

建築・土木分野では、東日本大震災に起因する先行き不透明感により設備投資の計画中止および延期

が相次ぎ、受注高は低調となりました。一方、売上高は、震災影響による前期からの工期のずれ込み等もあ

り、前年同期を上回る結果となりました。

電気分野では、企業の設備投資抑制と公共投資の削減により総じて厳しい状況にあったものの、震災影

響による非常用発電設備設置工事等の受注により、受注高は増加しました。売上高については、前期受注

物件の完成等により前年同期並みとなりました。

（プラント設備）

当セグメントにおける受注高は30億40百万円（前年同期比27.3％増）、売上高は25億55百万円（前年

同期比7.9%減）となりました。

社会システム分野では、主力である上下水道設備工事において新設および大型更新工事が減少する中、

一部更新および増設工事の集中により、受注高は増加しました。一方、売上高は、大型物件の完成はありま

したが、総じて低調に推移しました。
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エネルギーシステム分野では、太陽光発電設備工事並びに東日本大震災で被災された幹線ケーブルや

変電所の復旧工事に取り組んでまいりましたが、火力・水力発電設備の定期点検工事の延期により、受注

高は減少しました。一方、売上高は、前期受注物件の完成により増加しました。

産業システム分野では、東日本大震災で被災された工場・事業所からの復旧要請に伴い、受注高は増加

しました。一方、売上高は、前年同期に大型物件の完成があったことから減少しました。海外子会社におい

ては、現地における競争の激化により、厳しい状況が続きました。

（情報通信）

当セグメントにおける受注高は5億86百万円（前年同期比52.4％減）、売上高は2億92百万円（前年同

期比63.4％減）となりました。

受注高は前年同期に大型のアナログ電波障害対策工事があったことにより、売上高は完成時期のずれ

込み等により減少しました。

（その他）

当事業における受注高は5億58百万円（前年同期比21.1％減）、売上高は3億25百万円（前年同期比

23.0％減）となりました。

物品販売分野では畑散水機器が、サービス分野では配管漏洩補修事業が堅調に推移しましたが、修理・

修繕事業は減少しました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2億88百万円減少し、317億41百万円となり

ました。流動資産は267億96百万円となり、3億81百万円減少しました。主な要因は、受取手形・完成工事未

収入金等の減少(36億98百万円)、未成工事支出金の増加(33億96百万円)であります。固定資産は主に有形

固定資産の取得を要因として92百万円増加し、49億45百万円となりました。

負債合計は、221億24百万円となり、3億36百万円増加しました。主な要因は支払手形・工事未払金等の

減少(25億3百万円)、短期借入金の増加(21億72百万円)、未成工事受入金の増加（9億68百万円）でありま

す。

純資産は、四半期純損失(4億43百万円)の計上、配当金の支払(1億34百万円)を主因として6億24百万円

減少し、96億17百万円となりました。

　

(3) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

特に記載すべき事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 72,000,000

計 72,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 45,132,80945,132,809
東京証券取引所
(市場第二部）

単元株式数は
1,000株であります

計 45,132,80945,132,809― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年６月30日 ― 45,132 ― 1,970 ― 1,801

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

　

① 【発行済株式】

平成23年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―普通株式
　 146,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

44,598,000
44,598 ―

単元未満株式
普通株式

388,809
― ―

発行済株式総数 45,132,809― ―

総株主の議決権 ― 44,598 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）含

まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株、証券保管振替機構名義の株式が200株が含まれ

ております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年６月30日現在
　

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社

川崎市幸区堀川町
５８０番地

146,000 ― 146,000 0.32

計 ― 146,000 ― 146,000 0.32

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,910 1,765

受取手形・完成工事未収入金等 21,179 17,480

未成工事支出金 2,201 5,597

材料貯蔵品 120 189

その他 1,834 1,819

貸倒引当金 △69 △57

流動資産合計 27,177 26,796

固定資産

有形固定資産 1,834 1,984

無形固定資産

その他 378 347

無形固定資産合計 378 347

投資その他の資産

その他 2,682 2,651

貸倒引当金 △42 △38

投資その他の資産合計 2,640 2,613

固定資産合計 4,852 4,945

資産合計 32,029 31,741

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 15,156 12,652

短期借入金 292 2,464

未払法人税等 114 39

未成工事受入金 774 1,743

完成工事補償引当金 28 28

工事損失引当金 101 148

その他 1,696 1,447

流動負債合計 18,163 18,523

固定負債

退職給付引当金 2,726 2,771

負ののれん 637 591

その他 261 237

固定負債合計 3,624 3,600

負債合計 21,788 22,124
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,970 1,970

資本剰余金 6,703 6,703

利益剰余金 1,416 837

自己株式 △23 △23

株主資本合計 10,066 9,487

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4 △9

為替換算調整勘定 △178 △197

その他の包括利益累計額合計 △183 △206

少数株主持分 358 336

純資産合計 10,241 9,617

負債純資産合計 32,029 31,741
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 7,922 8,057

売上原価 7,137 7,248

売上総利益 785 809

販売費及び一般管理費 1,571 1,566

営業損失（△） △785 △756

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 4 6

負ののれん償却額 45 46

その他 19 7

営業外収益合計 71 60

営業外費用

支払利息 5 4

コミットメントフィー 2 2

為替差損 7 7

その他 2 3

営業外費用合計 18 17

経常損失（△） △732 △713

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5 －

特別損失合計 5 －

税金等調整前四半期純損失（△） △738 △713

法人税等 △277 △262

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △460 △451

少数株主損失（△） △16 △8

四半期純損失（△） △443 △443
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △460 △451

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △29 △4

為替換算調整勘定 △42 △29

その他の包括利益合計 △72 △34

四半期包括利益 △532 △486

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △494 △467

少数株主に係る四半期包括利益 △37 △18
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【継続企業の前提に関する事項】

　該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

　該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

　

  １　偶発債務

　　　従業員の金融機関からの借入に対し、債務保証

　　　を行っております。

　 13百万円

  １　偶発債務

　　　従業員の金融機関からの借入に対し、債務保証

　　　を行っております。

　 12百万円

　２　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結

しております。

　　　当連結会計年度末における貸出コミットメントに係

る借入実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 7,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 7,000百万円

　２　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結

しております。

　　　当四半期連結会計期間末における貸出コミットメン

トに係る借入実行残高等は次のとおりでありま

す。

貸出コミットメントの総額 7,000百万円

借入実行残高 2,150百万円

差引額 4,850百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

　　　当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業

において、契約により工事の完成引渡しが第４四半

期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連

結会計期間から第３四半期連結会計期間における売

上高に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著

しく多くなるといった季節的変動があります。

同左
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第

１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償

却額及び負ののれんの償却額は、次の通りであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

 減価償却費　　　　　　　　　　　　　　　

 のれんの償却額

 負ののれんの償却額

76百万円

0百万円

45百万円

減価償却費 80百万円

のれんの償却額

負ののれんの償却額

1百万円

46百万円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月27日
取締役会

普通株式 134 3 平成22年３月31日 平成22年６月９日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連

　　結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月25日
取締役会

普通株式 134 3 平成23年３月31日 平成23年６月９日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連

　　結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

                                                                                          （単位：百万円） 

　

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

建築・建築
付帯設備部
門

プラント
設備部門

情報通信
部門

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,9282,774 797 7,500 422 7,922 ― 7,922

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 2 ― 2 　― 2 △2 ―

計 3,9282,777 797 7,503 422 7,925 △2 7,922

セグメント損失（△） △205 △185 △97 △489 △44 △533 △252 △785

(注)　１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売及び補修・修理等のサ

　　　　　　ービス部門を含んでおります。

　　　２．セグメント損失の調整額△252百万円は、主に全社共通部門にかかる費用であります。

　　　３．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

建築・建築
付帯設備部
門

プラント
設備部門

情報通信
部門

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,8842,555 292 7,732 325 8,057 ― 8,057

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 2 ― 2 ― 2 △2 ―

計 4,8842,558 292 7,735 325 8,060 △2 8,057

セグメント
利益又は損失（△）

51 △256 △118 △323 △87 △411 △345 △756

(注)　１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売及び補修・修理等のサ

　　　　　　ービス部門を含んでおります。

　　　２．セグメント損失の調整額△345百万円は、主に全社共通部門にかかる費用であります。

　　　３．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △9.87円 △9.86円

（算定上の基礎） 　 　

四半期純損失(△)(百万円) △443 △443

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失(△)(百万円) △443 △443

普通株式の期中平均株式数(千株) 44,988 44,986

　　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

２ 【その他】

　平成23年５月25日開催の取締役会において、配当に関する決議を行っております。

　　なお、配当の内容につきましては、「注記事項（株主資本等関係）」に記載の通りであります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年8月10日

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社

取締役会  御中

　

　新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    布　施　木　　孝　叔    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    由    良    知    久    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    大　屋    誠　三　郎    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている富士
古河Ｅ＆Ｃ株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期
間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成
23年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四
半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社及び連結子会社の平
成23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　

EDINET提出書類

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社(E00273)

四半期報告書

17/17


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	継続企業の前提に関する事項
	連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更
	会計方針の変更等
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	追加情報
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

